
公立保育所のあり方に関する基本方針（素案）について 
 

１ 策定の趣旨 
・ 本市の保育需要は当面の間は増加を続けますが、少子化等の影響により、

令和 12 年度をピークとして、その後は緩やかに減少することが見込まれ
ています。 

・ 一方で、保育に関するニーズは近年多様化が進んでおり、保育所にはこれ
らのニーズに対応していくことが求められています。 

・ また、公立保育所においては、施設の老朽化、保育士不足の課題にも対応
していかなければなりません。  

・ これらの課題に対応していくため、公立保育所を再編しながら機能
向上を推進し、民間保育所を含めた市全体の保育の質の向上を目指
すものとして、「公立保育所のあり方に関する基本方針」を策定する
ものです。 

 

２ 公立保育所のあり方 
 
（１）公立保育所の再編と機能向上 
・ 本市では、地域の保育需要に応じて民間保育所等の整備を進めており、今

後も、地域の保育の受け皿を確保しながら公立保育所の再編を進めていき
ます。 

・ 公立保育所の再編は、原則、民間移管
により実施します。 

・ 公立保育所の機能向上は、公立保育所
の再編により捻出した人員などの保育
資源を集約しながら、地域の基幹とな
る「基幹型公立園」を各区に１園設置
することで実現していきます。  

・ 令和 10 年度に基幹型公立園の設置と最初の３園の民間移管を実施し
ます。その後、毎年３園程度ずつ、民間移管を実施し、機能向上を進
めていきます。 
 

（２）再編にあたっての公立保育所の分類 
基幹型公立園 ・ 地域の基幹となる公立保育所です。区役所に近い立地

又は比較的大規模園である公立保育所を選定します。 

一般型公立園 ・ 民間の参入が難しい地域における保育の担い手として
継続して保育を行う公立保育所です。 

民間移管等園 
・ 既に民間保育所が整備されている、又は民間の参入が

見込まれる地域にあり、将来的に民間に引き継ぐ公立
保育所です。 
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３ スケジュール 
 
令和５年度のスケジュール 
・ 令和５年７月３日〜８月４日まで  パブリック・コメントを実施します 
・ 令和５年１０月          基本方針の成案を公表します 
 

４ 公立保育所の再編後の一覧（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地域の保育需要等、今後の社会情勢の変化などより、変更となる場合があるものとします。 

指扇 基幹型公立園 田島 基幹型公立園

植水 一般型公立園 大久保 一般型公立園

馬宮 一般型公立園 上大久保 一般型公立園

三橋西 民間移管等園 西堀
老朽化に伴い令和8年度末に閉
園の方向性としている園

大砂土 基幹型公立園 白鍬
老朽化に伴い令和8年度末に閉
園の方向性としている園

奈良 一般型公立園 岸町 基幹型公立園

泰平 一般型公立園 本太 一般型公立園

日進 民間移管等園 常盤 一般型公立園

東大成 民間移管等園 大東 一般型公立園

宮原 民間移管等園 領家 民間移管等園

日進西 民間移管等園 針ヶ谷 民間移管等園

大宮 基幹型公立園 駒場 民間移管等園

桜木 一般型公立園 浦和中央 民間移管等園

三橋 一般型公立園 常盤北 民間移管等園

寿能 民間移管等園 東仲町 民間移管等園

天沼 民間移管等園 武蔵浦和 基幹型公立園

上小 民間移管等園 南浦和 一般型公立園

大成 民間移管等園 曲本 一般型公立園

大和田 基幹型公立園 大谷口 一般型公立園

七里 一般型公立園 白幡 民間移管等園

片柳 一般型公立園 文蔵
老朽化に伴い令和8年度末に閉
園の方向性としている園

春野 一般型公立園 大谷場
老朽化に伴い令和8年度末に閉
園の方向性としている園

東大宮 民間移管等園 辻
老朽化に伴い令和8年度末に閉
園の方向性としている園

七里東 民間移管等園 尾間木 基幹型公立園

上落合 基幹型公立園 原山 一般型公立園

大戸 一般型公立園 三室 一般型公立園

八王子 一般型公立園 西町 基幹型公立園

下落合 民間移管等園 岩槻本町 一般型公立園

鈴谷 民間移管等園 諏訪 一般型公立園

美幸 民間移管等園
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